（参考）
補助金の対象となる経費
	項目
	対象となる経費
	備考

	賃金
	専門的技術を要するもの（機械オペレーターなど）
※地区や団体で恒常的に支払っているもの（地区奉仕作業等）は除く
	

	報償費
	講師謝礼など
	

	旅費
	研修、講師依頼にかかる旅費
※宿泊を伴う場合は酒席を除く
	

	需用費
	事務消耗品及び事業に必要な材料、燃料等
※食糧費は除く
	

	通信運搬費
	電話、郵便料など
	

	委託料
	加工委託など
	

	借上料
	機械の借上げなど
	

	備品費
	事業に必要な備品
	


賃金、報償費・宿泊費の単価

　福島県の予算基準単価です。事業費算出の参考にして下さい。
報償費

	区分
	単位
	単価

	講習会等
	大学教授級（県外）
	1回
	28,100円以内

	
	大学教授級（県内）
	
	17,900円以内

	
	その他
	
	9,300円以内


賃金

	区分
	単位
	単価

	臨時事務補助員
	1日
	7,900円以内

	臨時技能（労務）補助員
	
	7,000円以内


※地区や団体で恒常的に発生しているもの（地区の奉仕作業等）は対象外
宿泊料

	1泊

	11,800円以内
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